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令和6年度
人事行政の運営状況・職員の給与等の状況を公表します

区　　分 内　　訳

職 員 の 任 免 に
関 する 状 況

職員採用
(令和7年4月採用)

一般行政職・・・3人（うち再任用・・・１人）

退 　 　 職

職員の勤務時間、
その他の勤務条
件の状況

勤 務 時 間
1週間当たり
38.75時間 午前８時３０分 午後５時１５分 正午〜午後１時

正規の勤務時間 開 始 時 間 終 了 時 間 休 憩 時 間

年次有給休暇の取得
（令和6年1月1日

～12月31日）

1人当たり平均取得日数 ・・・ 7.6日

使用率（総使用日数/総付与日数）・・・ ３6.0%
「総付与日数」（5,023日）とは、令和6年1月1日現在で付与された
休暇日数（前年からの繰越分を含む）を合計したもの

※

育 児 休 業
新規で取得した職員

前年度から継続取得した職員

男性　3人 / 女性　3人

男性　０人 / 女性　1人

職員の分限・懲戒処分
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

【 分 限 処 分】・・・ ０人
【 懲 戒 処 分】・・・ 戒告 0 件

減 給  1件 停職 ０件

職員の研修・勤
務成績の評定の
状況

研 修
・
・

鳥取県職員人材開発センターによる階層別・能力開発研修
庁内研修

人 事 考 課 実　　施

職員の福祉・
利益の保護の
状況

鳥取県市町村職員
互助会負担金

負 担 金 率
負 担 額

２.０ / １,０００
１,523千円

健 康 診 断 事業所健診による健康診断、人間ドック、脳ドック

利 益 の 保 護 該当なし

公 平 委 員 会 の 業 務 該当なし

問合せ先　　　役場総務課　　☎︎ ７５- ４１１１

人件費の状況（令和6年度決算統計から）
住民基本台帳人口
（令和7年4月1日） 歳出額(A) 実質収支 人件費(B) 人件費率(B/A)

6,050人 6,825,542千円 11,702千円 1,248,053千円 18.3％

※人件費には、町長・副町長・教育長・議員、その他特別職に支給される給与・報酬を含みます。

職員の期末手当・勤勉手当の状況（令和6年度）
区 分

智 頭 町
期 末 手 当
勤 勉 手 当

国
期 末 手 当
勤 勉 手 当

6　月 １２ 月 計
1.225月分

1.025月分

1.275月分

1.075月分

2.5月分

2.1月分

1.225月分

1.025月分

1.275月分

1.075月分

2.5月分

2.1月分

職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在） 職員の平均給料月額、平均年齢の状況職
（令和7年4月1日現在）

区 分
一 般 行 政 職

大 学 卒 高 校 卒
智 頭 町

国
220,000円
220,000円

188,000円
188,000円

区 分
一 般 行 政 職

平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢
智 頭 町

国
295,809円
332,237円

39.7歳
41.9歳

特別職の報酬等の状況職（令和7年4月1日現在）

区 分
給 料 報 酬

町 長 副 町 長 議 長 副 議 長 議 員
報 酬 な ど の
月額 800,000円 632,000円 330,000円 246,000円 229,000円

期 末 手 当 ６ 月 期 ・・・ 1.725月分
1 2 月 期 ・・・ 1.725月分

職員の年齢構成（令和7年4月1日現在）

区 分 20歳
未満

20〜
２３歳

24〜
２７歳

28〜
３１歳

32〜
３５歳

36〜
３９歳

40〜
４３歳

44〜
４７歳

48〜
５１歳

52〜
５５歳

56〜
５９歳

60歳
〜 合 計

人数
(人) 0 5 １5 １6 19 １7 23 8 8 ７ 8 9 135

職員の級別構成（令和7年4月1日現在）
職 務
の 級 職 務 の内 容（行 政 職 ） 職 務 の内容（ 技 能労 務 職 ） 人数

(人)

１ 級 主事・技師・保育士・保健師・栄養士
その他特定の業務を専門的に行う職（専門職） 調理員・自動車運転手・介護士・現業主事 ３2

２ 級

３ 級

４ 級

５ 級

６ 級

主任・主任技師
困難な業務を処理する保育士又は専門職

相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する
調理員・自動車運転手・介護士・現業主事

副主幹・係長・主任保育士
高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する専門職 現業主任・現業主幹

課長補佐・主幹・館長補佐・所長補佐・園長補佐
総括保育士・所長・特に高度の知識又は経験を必要と
する業務を処理する専門職

総括現業主幹

課長・参事・園長・副園長・館長・局長・困難な業務を
処理する所長

困難な業務を処理する課長・園長

ー

ー

２4

３7

24

１７

1

定 年
普 通

・・・
・・・

２人

３人

早 期 退 職
派 遣 終 了

・・・
・・・

２人

１人


